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１－１ 日本の人口、世帯数                    【平成27年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【平成27年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 総人口 ＞ 

平成27年の日本の人口は１億2709万５千人で、1920年（大正9年）の調査開始以来、初め

ての減少となりました。 

＜ 年齢3階級別人口 ＞ 

平成27年の総人口を年齢３区分別にみると、65歳以上人口は3346万５千人で、総人口に

占める割合を平成22年と比べると、23.0%から26.6％に上昇しました。また、15歳未満人

口の割合は、調査開始以来 低となった一方、65歳以上人口の割合は、調査開始以来

高となっています。 

総人口と５年間の人口増減率 

年齢3階級別人口の割合 
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【平成27年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成27年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 外国人人口 ＞ 

日本に住む外国人人口（175万２千人）を国籍別に見ると、「中国」が51万１千人（外国

人人口の29.2％）と も多くなっており、その割合を平成22年と比べると、1.3ポイント

上昇しており、年々上昇しています。 

＜ 世帯数 ＞ 

平成27年の世帯数は5,344万9千世帯で、平成22年と比べると149万8千世帯増加していま

す。また、1世帯当たり人員は2.33人となっており、引き続き減少しています。 

国籍別外国人人口の割合の推移 

世帯数と一世帯当たり人員 
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１－２ 人口構造の変化 

【平成27年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年の人口ピラミッドを見ると、60歳代後半の第一次ベビーブーム世代や40代前半

の第二次ベビーブーム世代が多い一方で、その後の出生減により15歳未満の世代が少な

くなっているなど、凹凸が顕著な人口構成となっています。大正9年の人口ピラミッドと

比べて見ると、「富士山型」から「釣鐘型」になっています。 
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1993年から

の増加率 

１－３ 孤立的高齢世帯について                【神奈川県人口推計研究会作成】 

 

 

 

 

 

 

全国の孤立的高齢世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川の孤立的高齢世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国の孤立的高齢世帯数※の推移と神奈川県の孤立的高齢世帯数の推移を見ると、孤立的

高齢夫婦のみ世帯、孤立的高齢単独世帯ともに増加しています。特に孤立的高齢単独世

帯の増加率が高くなっています。 

※孤立的高齢世帯：「住宅・土地統計調査」高齢単独世帯と高齢夫婦世帯の中で、子の居住地が「片道１時間以上」と

「別世帯の子はいない」世帯 

3.5倍 

4.8倍 

2.5倍 

5.1倍 

3.5倍 

7.4倍 

1993年から

の増加率 

全国以上

の増加 
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１－４ 将来人口推計（国・県） 

【平成27年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所推計、県政策局推計】 

 

 

 

 

 

 

日本の将来総人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県の将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本の人口は2010年をピークに減少期

に入っています。 

県の人口推計によると、県の人口は2018年をピークに減少することが見込まれていま

す。 
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２－１ 2020年東京オリンピック開催による経済効果        【日本銀行調査統計局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 環太平洋パートナーシップ(TPP)への参加       【平成27年内閣官房公表資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本銀行による試算では、東京オリンピック開催に伴う経済効果は、2014年～2020年の

７年間で、25兆～30兆円、また、関連需要により追加的に必要となる労働力は70万人以

上と見込まれています。 

TPPが発効し、その効果により日本が新たな成長経路（均衡状態）に移行した時点におい

て、実質GDP水準は＋2.6％増、2014年度のGDPを用いて換算すると、約14兆円の拡大効果

が見込まれ、労働供給は約80万人増と見込まれています。 

一方で、農林水産物生産額は国内対策の効果を勘案しても価格の低下により1,300～

2,100億円減少することが見込まれています。 

　ＧＤＰ変化
　　：＋2.59％（＋13.6兆円）
　　*実質ＧＤＰは524.7兆円（2014年度）

　労働供給変化
　　：＋1.25％（＋79.5万人）
　　*労働力人口は6,593万人、
　　就業者数は6,360万人（2014年度）

　農林水産物の生産減少額
　　：約1,300～2,100億円

0.0

輸⼊ －０．６１
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２－３ 所得層別人口の推移                【経済産業省「通商白書2013」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４ サービス貿易の拡大               【経済産業省「通商白書2013」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国、南西アジアで上位中間層・富裕層の人口が大きく増加することが見込まれていま

す。下位中間層については、アフリカでも量的拡大が見込まれています。 

世界のサービス貿易は、金額では財に及ばないものの、直近10年の年平均伸び率は7.2％

と、財の伸び率である6.8％を上回っています。 

また、主要国の状況としては、貿易赤字を抱える米国及び英国が、サービス貿易収支で

の黒字を拡大させており、日本も東日本大震災以降、財貿易収支が赤字化する一方、サ

ービス貿易収支は緩やかながら赤字が減少しています。 

財輸出年平均成長率

（2005-2014）6.8% 

サービス輸出年平均成長率 

（2005-2014）7.2% 
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資料：Euromonitor International 2013、UN「World Population Prospects: The 2010 Revision」から作成。 
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２－５ 財輸出の状況                     【内閣府「日本経済2015－2016」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－６ 訪日外客数の推移                  【日本政府観光局（JNTO）統計資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年の年間の訪日外客数は前年比47.1％増であり、特に近年急激に増加しています。 

日本の財輸出の対GDP比について輸出総額でみると、1995年の8.3％から2014年の15.0％

へと上昇しているものの各国と比較して低水準にあります。 

また、輸出の直接的な輸出の向け先上位10か国の占める割合を各国と比較すると、日本

の輸出先の偏りが強いことが読み取れます。 
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２－７ 外国人留学生の卒業者数・就職者数         【(独)日本学生支援機構調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－８ 協定等に基づく日本人留学生の推移         【(独)日本学生支援機構調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人留学生の卒業（修了）者数、就職者数とも増加傾向にありましたが、2014年にお

いては、卒業（修了）者数は減少しました。 

就職率は2009年度以降増加しているものの、30%以下に留まっています。 
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協定等※に基づく日本人留学生は増加傾向にあります。また、留学期間が６ヶ月以上の割

合が減少傾向にある一方、１ヶ月未満の割合は50%を超え、増加傾向にあります。 
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20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

（％）（人）

（年）

日本人留学生数の推移

総数 留学期間１ヶ月未満の割合 留学期間６ヶ月以上の割合

※両大学長、学部長等の捺印又はサインを交わした正式文書だけではなく、正式文書としては両大学間で取り交わしていなくても、 

派遣に関わる事務文書が大学等に存在し、交流実績がある取決め又は覚書等も含む 
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２－９ ビッグデータ流通量の推移             

【総務省「ビッグデータの流通量の推計及びビッグデータの活用実態に関する調査研究」 

（平成27年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－10 世界のIoTデバイス数の推移及び予測     【総務省「平成28年版情報通信白書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ流通量は2005年の約1.6エクサバイトから2014年には約14.5エクサバイト（見込

み）となり、9年間で約9.3倍に拡大しています。 

IoT時代にはインターネットにつながるモノが爆発的に増加していくことが予想されてい

ます。IHS Technologyの推定によれば、2015年時点でインターネットにつながるモノ

（IoTデバイス）の数は154億個であり、2020年までにその約2倍の304億個まで増大する

と予測されています。 

1,556,589

2,004,730
2,614,878

3,477,480
4,076,772

4,913,064

6,050,339

8,020,140

10,804,988

14,524,752
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4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

ビッグデータ流通量の推移（産業計）（ＴＢ）

(見込）
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３－１ 経済活動別のＧＤＰ、就業者数の推移   

【内閣府作成資料、内閣府「2014年度国民経済計算」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス産業計 70.6%                         サービス産業計 69.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※図表は産業部門計を総計として計算 

 

経済活動別のＧＤＰシェア及び就業者数におけるはサービス産業（電気・ガス・水道

業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸業、情報通信業、サービス業）の割

合は年々増加しており、2014年においては各々70.6%、69.7%となっています。 

農林水産業

1.3% 鉱業 0.1%

製造業 21.1%

建設業 6.9%

電気・ガス・水

道業 2.3%
卸売・小売業

16.0%

金融・保険業

4.9%

不動産業

13.2%

運輸業 5.7%

情報通信業

6.2%

サービス業

22.3%

経済活動別のＧＤＰシェア（2014）
農林水産業

5.0%
鉱業 0.1%

製造業

16.4%

建設業 8.8%

電気・ガス・水

道業 0.9%卸売・小売業

19.6%

金融・保険業

2.9%
不動産業

1.8%

運輸業 5.8%

情報通信業

3.2%

サービス業

35.5%

経済活動別の就業者数（2014）
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３－２ 世界の医療市場                      【経済産業省作成資料】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

３－３ 農業生産関連事業を行っている農業経営体数    

【農林水産省「世界農林業センサス2015」】 

 

 

 

 

経営体数

農業生産関連事
業を行っている
農業経営体に占
める割合

251,073 100.0

消費者に直接販売 236,655 94.3

農 産 物の 加 工 25,068 10.0

観光農園 6,597 2.6

貸農園・体験農園等 3,723 1.5

農家レストラン 1,304 0.5

海外への輸出 576 0.2

農家民宿 1,750 0.7

その他 1,836 0.7

区分

農業生産関連事業を
行っている実経営体数

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0 94.3

10.0
2.6 1.5 0.5 0.2 0.7 0.7

農業生産関連事業を行っている農業経営体に占める割合
(%)

 

 

 

世界の医療市場は、2001年から2010年まで毎年平均7.4％で成長しており、2012年の市場

規模は約7.2兆ドルとなっています。 

自ら生産した農産物を用いて加工するなど、農業生産関連事業を行っている農業経営体

数は全国で251,073経営体で、農業経営体数全体（1,377,266経営体）の18.2％となって

います。 多は「消費者に直接販売」で、236,655経営体が行っています。 

(年) 
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３－４ 農業への参入法人数の推移                  【農林水産省作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５ 生活保護の被保護人員の推移            【厚生労働省「被保護者調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎年７月１日現在の人員数 

 

2009年12月の改正農地法の施行後、農地を利用して農業経営を行う法人は着実に増加して

います。 

生活保護受給者は、2005年以降一貫して増加しています。 

117
235

341
435

604
671

777
858

975
1,060

1,184
1,274

29

63
90

108

144
145

170
180

195
218

233
250

29

66

96
134

204
255

314

354

406

434

481

515

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010.6 2010.12 2011.6 2011.12 2012.6 2012.12 2013.6 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12

NPO法人等

特例有限会社

株式会社

（累計法人数）

１７５

３６４

５２７

６７７

９５２

１，０７１

１，２６１

１，３９２

１，５７６

１，７１２

１，８９８

２，０３９

1,433,227

1,474,737

1,502,660

1,537,893

1,673,651

1,878,725

2,024,089

2,090,435

2,123,257

2,127,602

2,127,841

0 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

（年）

生活保護の被保護人員の推移
（人）



- 14 - 

 

３－６ 労働力人口の推移                    【総務省「労働力調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－７ 正規雇用・非正規雇用労働者の推移            【厚生労働省作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働力人口は1998年をピークに減少してきていましたが、2012年以降は増加傾向となって

います。 

非正規雇用労働者は、平成6年から以降現在まで緩やかに増加しています（役員を除く雇

用者全体の37.5％・平成27年平均）。正規雇用労働者は、平成26年までの間に緩やかに

減少していましたが、平成27年については8年ぶりに増加に転じました。 

（資料出所） 

平成11年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）長期時系列表9、平成16年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表10

（注）1）平成17年から平成22年までの数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）の切替による遡及集計した数値（割合は除く）。 

2）平成23年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値（平成22年国勢調査基準）。 

3）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。 

4）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。 

5）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。 

6）割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。 
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３－８ 就業者数の推移                  【経済産業省「通商白書2016」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－９ 働き方改革の推進                    【首相官邸ホームページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

定型業務従事者の減少が2000年前後から始まっている一方、非定型業務は一貫して増加

を続けています。 

働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に資するため、「働き方改

革実現会議」が設置されました。 

35.8 
39.5 
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42.6  41.2 
38.5 
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（100万⼈）

（年）

就業者数の推移（定型・⾮定型）

定型業務従事者
⾮定型業務従事者

※定型業務従事者：生産工程・労務作業者、事務従事者、販売従事者、管理的職業従事者 

非定型業務従事者：専門的・技術的職業従事者、サービス職業従事者、農林漁業作業者、輸送・機械運転従事者、保安職業従事者

『働き⽅改⾰実現会議』における
安部総理の発⾔抜粋

（平成28年9⽉27⽇）

「働き方改革」は、第三の矢、構造改革

の柱となる改革であります。

いまこそ我々は必ずやり遂げるという

強い意志を持って取り組んでいかなけれ

ばならない、こう決意をしております。

『働き⽅改⾰実現推進室』の設置
（平成28年9⽉27⽇）

働き方改革を実現するため、働き方改革実現会議

に係る事務を処理し、働き方改革に係る具体的な実

行計画の策定等に係る施策の企画及び立案並びに

総合調整に関する事務を処理するため、働き方改

革実現推進室を置く。

「ニッポン⼀億総活躍プラン」抜粋
（平成28 年６⽉２⽇閣議決定）

最大のチャレンジは働き方改革である。

多様な働き方が可能となるよう、社会の

発想や制度を大きく転換しなければなら

ない。
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３－10 階級別役職者に占める女性の割合の推移【内閣府「男女共同参画白書平成28年度版」】 
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３－11 女性の就業希望者の内訳               【内閣府「男女共同参画白書平成28年度版」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常用労働者100人以上を雇用する企業の労働者のうち役職者に占める女性の割合を階級別

に見ると，長期的には上昇傾向にありますが、上位の役職ほど女性の割合が低く、2015

年は、係長級17.0％、課長級9.8％、部長級6.2％となっています。 

2015年における女性の非労働力人口2,887万人のうち、301万人が就業を希望しています

が、就業の形態として「非正規の職員・従業員」を希望する人が70.8%を占めています。

また、求職をしていない理由としては、「出産・育児のため」が も多く32.9％となっ

ています。 

就業希望者：301万人 

就業希望者（301万人）の内訳 

17.6

70.8

5.3
6.3

希望する仕事の形態(％)

正規の職員・従業

員

非正規の職員・従

業員

自営業主

その他

32.9

6.2
13.1

18.0 

29.8

求職していない理由（％）

出産・育児のため

介護・看護のため

健康上の理由の

ため

その他

適当な仕事があ

りそうにない
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３－12 テレワーカー数の推移      【国土交通省「平成26年度テレワーク人口実態調査」】 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－13 外国人労働者の受入拡大                          【入国管理局ホームページほか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（狭義）テレワーカー数は2011年以降急増し2012年には1,400万人に達しましたが、その

後2年連続で減少に転じ、2014年には前年比約50万人減の1,070万人となっています。 

政府は国内での外国人人材育成を重視する新たな仕組みで受け入れの大幅増を目指すと

し、人手不足分野と高度人材の２本柱で受入れを検討しています。 

狭義テレワーカー：ふだん収入を伴う仕事を行っている人の中で、仕事でＩＣＴを利用している人かつ、自分の所属する部署のある場所以外で、ＩＣＴ 

を利用できる環境において仕事を行う時間が１週間あたり８時間以上である人。 

雇用型：会社・官公庁・団体や自営業主に雇われている人、会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・幹事などの役員の人及び派遣社員、契約社員、 

嘱託、パート、アルバイトとして働いている人。 

自営型：個人経営の事業主の人、農家や個人商店などで、仕事を手伝っている家族の人及び家庭内で賃仕事（家庭内職）をしている人。

国家戦略特区による取組み

○家事支援外国人材
（2015年７月特区法成立）

女性の活躍推進等のため、地方自治体等

による一定の管理体制の下、家事支援

サービスを提供する企業に雇用される外国

人の入国・在留を可能化

○創業外国人材
（2015年７月特区法成立）

創業人材について、地方自治体による事

業計画の審査等を要件に、「経営・管理」の

在留資格の基準（当初から「２人以上の常

勤職員の雇用」又は「最低限（500万円）の

投資額」等）を緩和

○クールジャパン外国人材
（2015年７月、2016年５月特区法成立）

アニメ・ゲーム等のクリエーターや和食料

理人材など、クールジャパンに関わる外国

人の活動を促進するための施策の推進、

情報提供等を行う

『改正⼊管法』等の成⽴
（平成28年11⽉18⽇）

外国人労働者の受入れを拡大するための法律が成

立し、平成29年中に施行となる予定。
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４－1 水素社会の実現に向けて   【経済産業省「水素・燃料電池戦略ロードマップ改訂版」 

（独）産業技術総合研究所・川崎市公表資料】 

 

 

 

 

 

１． 省エネルギー

２． エネルギーセキュリティ

３． 環境負荷低減

４． 産業振興・地域活性化

燃料電池の活用によって⾼いエネルギー効率を実現することで、大幅な省エネルギーにつなげる。

水素は、①副生水素、原油随伴ガス、褐炭といった未利用エネルギーや、再生可能エネルギーを含む多様な一次エネルギー源

から製造が可能であること、②今後、こうしたエネルギーを地政学的リスクの低い地域等から安価に調達できる可能性がある

（国内の再エネを活用することでエネルギーの自給率向上につながる可能性もある）ことから、エネルギーセキュリティの向上に

つなげる。

水素は利用段階でＣＯ２を排出しないことから、水素の製造時にＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留技術）を組み合わせ、又は再生可

能エネルギー由来水素を活用することで、環境負荷低減、更にはＣＯ２フリーにつなげる。

日本の燃料電池分野の特許出願件数は世界一位で、二位以下と比べて５倍以上と、諸外国を引き離しているなど、日本が強い

競争力を持つ分野。また、水素製造等については、再生可能エネルギー等の地域資源を活用可能。

 

 

４－２ ネガワット取引市場の創設              【資源エネルギー庁作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年中に予定されているネガワット取引市場の創設に向けて、経済産業省ではガイドラ

インを改定しました。 

ネガワット取引

概要

メリット

デメ

リット

電力会社との間であらかじめピーク時

などに節電する契約を結んだ上で、電

力会社からの依頼に応じて節電した

場合に対価を得る仕組

契約によるため、効果が確実

比較的手間がかかり、小口需要家へ

の適用が困難

国の水素・燃料電池戦略ロードマップ（2014年6月策定）では、水素社会の実現に向け

て、「水素利用の飛躍的拡大」、「水素発電の本格導入／大規模な水素供給システムの

確立」、「トータルでのCO2フリー水素供給システムの確立」の3つのステップで産学官

の取組を進めることとされています。 
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４－３ 降水量50mm以上の年間発生回数の推移              【気象庁作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４ 二酸化炭素排出量の推移 【国立研究開発法人国立環境研究所、地球環境研究センター 

「温室効果ガスインベントリオフィス」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１時間降水量が50mm以上の年間発生回数」は、 近40年で増加傾向にあります。 

温室効果ガスの90％以上（二酸化炭素換算）を占める二酸化炭素の排出量は増加傾向に

ありましたが、2007年を境として減少に転じました。 

2010年以降再び増加傾向となったものの、2014年は前年に比べ減少しました。 
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４－５ 部門別二酸化炭素排出量の推移 

【国立研究開発法人国立環境研究所、地球環境研究センター 

「温室効果ガスインベントリオフィス」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－６ 微小粒子状物質（PM2.5）の年平均値           【環境省「環境統計集」】 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別の二酸化炭素排出量は産業部門が も多いものの、1990年以降は減少傾向にあり

ます。業務その他部門や家庭部門は1990年以降増加傾向にありましたが、近年は減少傾

向にあります。 
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工業ﾌﾟﾛｾｽ

廃棄物

（100万ﾄﾝ）

農業・その他

（年度）
2014

全国の一般局（住宅地等の一般的な生活空間における大気汚染物質を測定している観測

局）での年平均値は、環境基準を安定的に下回る状況にはありません。 
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＊全国の一般局の有効測定局（有効測定日が年間250日以上の局）を対象
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４－７ 微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準達成率        【環境省「環境統計集」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

４－８ 絶滅のおそれのある動物種数      【環境省「第４次レッドリスト掲載種数表」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年に環境省が公表した第4次レッドリストによると、評価対象の約42,000種のうち

1,338種が絶滅危惧種とされ、第3次レッドリストよりも336種増加しています。 

全国の一般局（住宅地等の一般的な生活空間における大気汚染物質を測定している観測

局）での環境基準達成率は、年次変動が大きい状態が続いています。 
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＊全国の一般局の有効測定局数（有効測定日が年間250日以上の局）を対象
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５－１ 社会意識に関する世論調査（社会志向か個人志向か）    【内閣府「世論調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 社会意識に関する世論調査（望ましい地域での付き合いの程度）  

【内閣府「世論調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988年12月調査以降、「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」と考える人の割合

が「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」と考える人の割合を上回っていますが、近

年その差が縮まってきています。 

0

10

20

30

40

50

60

（％） 社会意識に関する世論調査

国や社会のことにもっと目を向けるべきだ 個人生活の充実をもっと重視すべきだ

一概にいえない わからない

平成28年の調査によると、「住民全ての間で困ったときに互いに助け合う」と回答した

割合は43％であり、前回調査と比較すると、全体に占める割合は低下したものの も大

きい割合となっています。 
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５－３ 防災に関する世論調査（重点を置くべき防災対策（自助、共助、公助）） 

                           【内閣府「防災に関する世論調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－４ 刑法犯の認知・検挙状況の推移           【警察庁「平成28年警察白書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年の調査を前回の調査結果と比較して見ると、「公助に重点を置いた対応をすべき

である」、「共助に重点を置いた対応をすべきである」と答えた者の割合が低下し、

「自助に重点を置いた対応をすべきである」、「公助，共助，自助のバランスが取れた

対応をすべきである」と答えた者の割合が上昇しています。 

認知件数、検挙件数、検挙人員は減少傾向にあります。検挙率は2006年から増減を繰り

返しつつほぼ横ばいに推移していましたが、2014年からは上昇傾向にあります。 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

認知件数（件） 2,050,850 1,908,836 1,826,500 1,713,832 1,604,019 1,502,951 1,403,167 1,314,140 1,212,163 1,098,969

検挙件数（件） 640,657 605,358 573,392 544,699 497,356 462,535 437,610 394,121 370,568 357,484

検挙人員（人） 384,250 365,577 339,752 332,888 322,620 305,631 287,021 262,486 251,115 239,355

検挙率（％） 31.2 31.7 31.4 31.8 31 30.8 31.2 30 30.6 32.5
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５－５ 交通事故死亡者数の推移                【警察庁「交通事故統計」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－６ 平均寿命の推移と将来推計          【内閣府「平成28年版高齢社会白書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故による死亡者は減少してきていますが、65歳以上の高齢者の割合が増加してい

ます。 

平均寿命は平成26年時点で男性が80.50歳、女性が86.83歳となっています。 

平成72年には男性が84.19歳、女性が90.93歳となり、女性の平均寿命は90歳を超えると

推計されています。 

6,937

6,415

5,796

5,209

4,979 4,948

4,691
4,438 4,388

4,113 4,117

2,955 2,840
2,749

2,523 2,483 2,489
2,309 2,279 2,309

2,193 2,247

42.60 

54.58 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(%)(人)

（年）

交通事故死亡者数の推移

全年齢 65歳以上 65歳以上の割合



- 25 - 

 

５－７ 健康寿命の推移            【健康日本２１（第二次）の推進に関する研究資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－８ 死亡場所の推移                       【厚生労働省資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年の死亡場所は病院が74.6％、自宅は12.7％となっています。病院の割合が減少傾

向にある一方で、介護老人福祉施設や老人ホームの割合は増加傾向にあります。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
（年）

診療所 

病院  

自宅 

その他 

老人ホーム 

介護老人福祉施設 

74.6% 

12.7% 

健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間）は、男女と

もに前回調査時点よりも延伸しています。 
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５－９ 人口10万人当たりの在宅療養支援病院数の状況         【厚生労働省作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－10 社会保障給付費の状況      【内閣官房「社会保障制度改革国民会議報告書」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口10万人当たりの在宅療養支援病院は全国平均で0.41となっています。 

関東地方の都県は平均より低い状況となっています。 

年金・医療等の社会保障給付費は増え続けています。 
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５－11 社会保障制度改革の取組状況                   【厚生労働省作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年12月に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」が成立し、社会保障・税一体改革による社会保障制度改革が進められています。 

※消費税率の10%への引上げ時期を平成31年10月1日に変更（平成28年8月24日閣議決定） 
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５－12 相対的貧困率の推移          【内閣府「平成26年度版子ども・青少年白書」 

厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－13 小学生・中学生に対する就学援助の状況 【内閣府「平成26年度版子ども・青少年白書」 

厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2012年の調査によると、「相対的貧困率」（貧困線に満たない世帯員の割合）は

16.1％、「子どもの貧困率」（17 歳以下）は16.3％となっており、1985年以降で初めて

子どもの貧困率が全体を上回りました。また、子どもがいる現役世帯の相対的貧困率の

うち、大人が1人の世帯の相対的貧困率が54.6％と、大人が2人以上いる世帯に比べて非

常に高い水準となっています。 

経済的理由により就学困難と認められ就学援助を受けている小学生・中学生の人数、及

び就学援助率※は近年増加傾向にありますが、2013年度は若干減少しました。 

※公立小中学校児童生徒の総数に占める就学援助受給者（要保護児童生徒数と準要保護児童生徒数の合計）の割合 
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５－14 いじめの認知（発生）件数、いじめ認知（発生）率の推移 

          【文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの認知（発生）件数、いじめの認知（発生）率ともに、小学校、中学校、高等学

校のすべてにおいて平成23年以降増加傾向にあります。 

（注1）平成5年度までは公立小・中・高等学校を調査。平成6年度からは特殊教育諸学校、平成18年度からは国私立学校、中等教育学校を含める。 

（注2）平成6年度及び平成18年度に調査方法等を改めている。 

（注3）平成17年度までは発生件数、平成18年度からは認知件数。 

（注4）平成25年度からは高等学校に通信制課程を含める 
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５－15 特別支援学校在学者数の推移                 【文部科学省調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－16 ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２０１５）結果の推移 

【国立教育研究所資料】 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校在学者数は増加し、2015年には137,894人に達しています。 

科学的リテラシー、読解力、数学的リテラシーの各分野において、日本は国際的に見る

と引き続き平均得点が高い上位グループに位置しています。 

一方で、前回調査と比較して、読解力の平均得点が特に低下しています。 
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５－17 建設後50年以上経過したインフラの割合          【国土交通省作成資料】 

 

 

 

 

 

５－18 インフラの維持管理推計                    【国土交通省調査】 

 

 

 

国土交通省の試算によると、従来どおりの維持管理・更新を続けた場合、2037年度には維

持管理・更新費が投資総額を上回る見込みとなっています。 

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、今後

20年で建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなります。 

(道路橋平成25年:約18%→平成45年:約67%、トンネル平成25年:約20%→平成45年:約50%、

河川管理施設平成25年:約25%→平成45年:約64%など） 

2010年度総額 
2037年度、維持管理・更新費が

2010年度総額を上回る。 

0より下の部分が2010年度を超え

る維持管理・更新費に相当。 
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５－19 空き家率の推移                  【総務省「住宅土地統計調査」】 
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※毎年10月現在の状況 

 

６－１ 義務付け・枠付けの見直し、国から地方への権限委譲の検討 

                   【内閣府作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年の総住宅数に占める空き屋数の割合（空き家率）は13.5％と過去 高になっていま

す。 

地方公共団体の自治事務について、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務

付け・枠付けについては、順次、見直しが進められています。(第６次地方分権一括法で

は４法律） 

また、今後国から地方への事務や権限の委譲が一層加速する見込みです。（第６次地方

分権一括法では11法律） 
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６－２ 県内市町村の広域連携                 【神奈川県市町村課作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３ 社会保障と税の一体改革による地方税財源の充実          【総務省作成資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方消費税率の引上げ時期が平成29年４月から平成31年10月に変更となりました。 

県内の市町村間において広域的な連携が行われています。 

 

 
 

 

＊ 県内市町村（一部事務組合含む）と県、県内市町村と県外市町村にか
かる事務委託は除く。
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県内市町村間の

事務委託の実施状況
平成28年４月１日時点

⑬
②⑮

⑦、⑭

⑩、⑪

⑧

⑤

③ ②し尿処理事務、資源物の処理（収集運搬除く）、

可燃ごみ及び不燃ごみの処理（収集運搬除く）

⑨火葬事務

⑫一般旅券の申請受理等事務

⑬小中学校の教育事務

⑮消防指令事務

⑦下水道処理事務、⑭消防・救急事務

⑩火葬事務、⑪共有土地管理事務

⑧下水道処理事務

③一般廃棄物処理事務

⑤住民票の写しの交付事務

⑰消防事務

⑥住民票の写し、

印鑑登録証明書

及び戸籍謄抄本

の交付事務

⑯消防事務

⑥

④
④埋立処分施設の建設、可燃ごみ

処理施設及び不燃ごみ処理施設

の建設

①

①し尿処理（収集運搬除く）、ごみ焼却施設の整備運

営、資源物の処理（収集運搬除く）、不燃ごみ及び粗

大ごみの処理（収集運搬除く）、剪定枝資源化施設

の整備運営、リサイクルセンターの整備運営

⑫

⑯

⑨

⑰


